
議案第 号 

 

鳥取県自治体 I（T 共同化広域連携協約の締結に関す 協議について 

 

 

別紙案のとお 鳥取県自治体 I（T 共同化広域連携協約を鳥取県と締結す こ

とに関し協議す ことについて 地方自治法 昭和 22 法律第 67 号 第 252

条の 2 第 3 項の規定によ 議会の議決を求め  

 

 

 

成 ８ 月 日提出 

 

日野町長    景 山 享 弘 
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概要 

1 提出理由 

ICT 共同化のた の連携協約締結に関し鳥取県 協議す こ につい 地方自治法

の規定に 議決を求 の あ  

 

2 内容 

記内容につい 共同 取 組  

・情報システム共同化に 事務の効率化 コスト削減の推進 

・情報システム運用 の安全性の確保 

・専門的知識 求 ＩＣＴ業務に対応 職員の育成 

・自治体 ICT の推進に関し共通す 課題に関す 検討の実施 
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鳥 県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約 日  

目的  

第 条 協約 鳥 県 以 甲 いう 及び日 以 乙 いう

連携 事 を処理 乙及び鳥 県内全域 以 県全域 いう

人口減少社会 対応 行政体制 維持 事 効率化を目指 業 や情報シス

テム 標準化 共同化 経費削減 ほ 情報システム運用 安全性 確保 人

育成等 資 た 基本的 方針及び役割 担を定 あ  

基本方針  

第 条 甲及び乙 前条 規定 目的を達成 た 県全域 他 市 鳥

県自治体ＩＣＴ共同化推進協議会 以 協議会 いう を開 定期的 協議を

行う  

 甲及び乙 前条 規定 目的を達成 た 別表 掲 政策 い 役

割を 担 連携 事 を執行  

役割 担  

第 条 甲及び乙 役割 別表 役割 担 欄 掲  

経費負担  

第 条 前条 規定 役割 担 基 い 甲又 乙 事 を処理 た 要 経費

当該事 い 甲又 乙 本来果た 役割 両者 益 程度そ 他 事情を

案 甲及び乙 協議 定  

秘密保持  

第 条 甲及び乙 別表 役割 担 欄 掲 組を通 知 得た情報 い そ

内容 要度 応 適 扱う 特 各団体 情報セキュリティ 係 脅威

拡大や信頼 失墜等 不利益 繋 恐 あ 高い秘匿性 求 情報 い

当該団体 許可 く他者 公開及び提供 い  

発効  

第 条 協約 成 ８ 月 日 効力を生  
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別表 第 条 第 条関係  

政策  組内容 

役  割    担 

甲 乙 

情報システ

ム共同化

事

効率化 コ

スト削減

推進 

情報システム共同

化 向 た検討 

・乙 連携 情報システ

ム 事 標準化及び共

同化 い 具体的 検

討を行うほ 検討 実

施を統括  

・甲 連携 情報シス

テム 事 標準化及

び共同化 い 具体

的 検討を行う  

 

情報システム 共

同調達 実施 

・協議会 協議結果

基 共同調達 参加

乙 共同 共同調

達 係 事 を実施

ほ 共同調達事 を統

括  

・協議会 協議結

果 基 共同調達

参加 団体 甲

共同 共同調達 係

事 を実施  

情報システム 共

同運用 実施 

・協議会 協議結果

基 共同調達 参加

団体 共同 情報

システム 共同運用を実

施 ほ 共同運用

実施を統括  

・協議会 協議結

果 基 共同調達

参加 団体 甲

共同 情報システム

共同運用を実施

 

情報システ

ム運用

安全性 確

保 

情報セキュリティ

対策 推進 

・乙 共同 情報セキュ

リティ担当者を対象

た情報セキュリティ 係

研修会及び情報交換会

等を開催  

・情報セキュリティ 係

最新情報 収集 努

ほ 記研修会等 実

施を統括  

・甲 共同 情報セキ

ュリティ担当者を対象

た情報セキュリテ

ィ 係 研修会及び情

報交換会等を開催

 

専門的知識

求

ＩＣＴ業

対応

職員

育成 

専門的知識 向  ・乙 共同 情報システ

ム 企 運用管理等を

担う職員を対象 た専

門的知識 向 係 事

業を実施 ほ 事業

を総括  

・甲 共同 情報シス

テム 企 運用管理

等を担う職員を対象

た専門的知識 向

係 事業を実施

 

そ 他 共通 課題 関

検討 実施 

・乙 共同 そ 他自治

体ＩＣＴ 推進 共通

課題 関 検討を統

括 必要

協議 場を随時設置

 

・甲 共同 そ 他自

治体ＩＣＴ 推進 共

通 課題 関 検

討を行う  
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